
さっぽろ受動喫煙防止宣言への
賛同を募集しています

札幌市保健福祉局保健所健康企画課

禁煙施設の登録を募集しています

　札幌市は、受動喫煙のないさわやかなまちさっぽろを目指し、2020年2月28日に
「さっぽろ受動喫煙防止宣言」を表明しました。

　この宣言は、市民、各団体や事業者及び行政が一体となって受動喫煙防止のため
行動する決意を表すものです。

　受動喫煙防止を札幌市全体の運動として広めるため、市民、事業者など、それぞれの
立場で、札幌市と一緒にできることから取り組んでいきましょう。

　一人一人の行動が、受動喫煙のないさわやかなまちをつくります。

　受動喫煙防止の意識が札幌市全体の運動として広まる
よう、宣言への賛同を募集しております。
　さっぽろ受動喫煙防止宣言にご賛同いただける市民の
方、各団体の方、事業者の方は、下記のホームページ受付
フォームからご登録いただくことができ、公表に同意いただ
いた場合は、ホームページに掲載します。
　ご登録いただいた方のうち、ご希望の方にはポスターなど
の啓発品を提供しております。
　みんなで、受動喫煙防止の協力の輪を広げていきましょう。

　札幌市では、禁煙施設の普及推進のため禁煙施設の登録を募集
しており、公表に同意いただいた施設はホームページに掲載します。
　ご登録施設には、禁煙ステッカーなどを提供しております。
　上記のホームページ受付フォーム（団体、事業者用）から、さっぽろ
受動喫煙防止宣言の賛同と同時に登録できるほか、禁煙施設登録
のみの登録も可能です。下記担当課までお問い合わせください。

02-F06-21-858
R3-2-642

スーナ
と学ぼう！

みなさん、こんにちは！
札幌市たばこ対策推進マスコット
キャラクターの「スーナ」だよ！

さっぽろ受動喫煙防止宣言について、
いっしょに学ぼう！

団体、事業者用
宣言賛同受付
フォーム

市民、個人用
宣言賛同受付
フォーム

札幌市たばこ対策推進
マスコットキャラクターは、

ゾウをモチーフにしたロボットのキャラクターです。
札幌市内の小学生から名前を募集し、
「スーナ」と名付けられました。

電話011-622-5151 FAX011-622-7221



さっぽろ
受動喫煙防止宣言
私たちのまち さっぽろは

ライラックの花薫る さわやかな空気のまちです

私たちさっぽろ市民は このまちで

子どもたちが健やかに成長すること

誰もが快適に過ごせることを願っています　

私たちは 受動喫煙防止のため

次のとおり自ら行動し

互いに協力する輪を広げていくことを宣言します

宣言に基づく私たちの取組

受動喫煙の健康への影響について認識を共有します

これから生まれる命や子どもたちの
健康と未来を受動喫煙から守ります

職場での受動喫煙をなくすため互いに協力します

禁煙したい人を応援します

2020年2月28日

札幌市

全ての市民は、家庭の一員として地域社会の一員として、それぞれの役割や立場において、受動喫煙から互いを守る取組を推進します。

市民が所属する各団体及び事業者は、その活動において、受動喫煙のない地域社会づくりに貢献する取組を推進します。

更に、市民、各団体や事業者及び行政は、各々が主体的に以下の取組を実施するとともに、

互いに連携協力し一体となって、受動喫煙のないまちを目指します。

このロゴマークは、札幌市立大学
デザイン学部の協力を得て、
学生の作品を採用しました。

宣言文では、
札幌市が、目指す姿と

受動喫煙対策の5つの重点方針を
示しているよ。

「宣言に基づく私たちの取組」も
「さっぽろ受動喫煙防止宣言」の

一部だよ。

「宣言に基づく私たちの取組」は、 
5つの重点方針ごとに、

それぞれの立場でできる取組を、
具体的に例示しているよ。

受動喫煙のないさわやかなまちさっぽろで
世界の人々を歓迎します

～受動喫煙について理解し、配慮しましょう～

受動喫煙の健康への影響について
認識を共有します

・ 受動喫煙の健康への影響について正しく理解し、自らの健康
　を増進するよう努めるとともに、家庭や職場、公共の場所など
　で他の人が受動喫煙にさらされることのないように配慮します。
・ 子どもたちや妊婦、患者などの受動喫煙の健康への影響が
　大きい人に特に配慮する必要があることを認識します。

・ 市民が受動喫煙の健康への影響について正しく理解し、自らの
　健康を増進するよう働きかけ、行政が行う周知啓発活動に協
　力します。

・ あらゆる機会を活用し、市民が受動喫煙の健康への影響につ
　いて正しい知識を得ることができるよう周知啓発します。
・ 子どもたちが将来にわたって自らの健康を自ら守るため、受動
　喫煙や喫煙の健康への影響を学ぶ環境を作ります。
・ 受動喫煙について簡潔でわかりやすい内容の啓発資材を作成
　し、各団体や事業者と連携し、市民に周知啓発を行います。

市民として

各団体や事業者として

行政として

・ 子どもたちや妊婦の近くで喫煙しません。
・ 公園や通学路など、子どもたちが多い場所では喫煙しません。
・ 子どもたちや妊婦が受動喫煙にさらされることのないよう、喫
　煙できる場所に立ち入らせません。
・ 保護者等は、子どもたちが受動喫煙にさらされることのないよ
　う、子どもたちと同室の空間や子どもたちが同乗する車内で
　は喫煙しません。

・ 子どもたちが参加するイベント等では、子どもたちに受動喫煙
　を生じさせないよう、特に配慮します。また、喫煙行為に関する
　ルールを明確にし、受動喫煙や歩きたばこによる火傷が生じ
　ないよう協力を呼びかけます。

・ 保護者等に受動喫煙が胎児や子どもたちの健康に与える影響
　を伝えるなど、子どもたちの健康を守るための知識を得る機
　会や情報を提供します。
・ 子どもたちや妊婦の近くでの喫煙及び歩きたばこをしないよ
　う周知啓発します。

～子どもたちの健康と未来を受動喫煙から守りましょう～

これから生まれる命や子どもたちの健康と
未来を受動喫煙から守ります

市民として

各団体や事業者として

行政として

～さっぽろを訪れる人にも市民にも快適な環境を目指しましょう～

受動喫煙のないさわやかなまちさっぽろで
世界の人々を歓迎します

・ 人通りの多い場所や人が多く集まる場所では、喫煙行為に関す
　るルールを守り、受動喫煙を生じさせないよう配慮します。

・ 施設管理者は、利用者が受動喫煙を避けることができるように、
　施設の出入口に施設の喫煙環境（禁煙か喫煙場所があるか）
　をわかりやすく表示します。
・ 施設管理者は、利用者に受動喫煙を生じさせないよう施設の
　出入口に吸い殻入れを置かないなどの配慮をします。
・ 飲食店は、宣伝や広告を行う際には、店内の喫煙環境（禁煙か
　喫煙場所があるか）を明記します。
・ イベント等では、国内外からさっぽろを訪れる人にも喫煙行為
　に関するルールがわかるよう周知します。　

・ 人通りの多い場所や人が多く集まる場所では、喫煙行為に関す
　るルールを守ることや受動喫煙を生じさせないよう配慮する
　ことを、市民や国内外からさっぽろを訪れる人に周知啓発します。
・ 飲食店等の施設内の喫煙環境をわかりやすく表示するための、
　情報提供等を行います。

市民として

各団体や事業者として

行政として

～互いに協力し、職場での受動喫煙をなくしましょう～

職場での受動喫煙をなくすため
互いに協力します

市民として

各団体や事業者として

・ 職場では、事業者等の施設管理者が決めた施設内での喫煙行
　為に関するルールを守り、互いに協力し受動喫煙が生じない
　ようにします。

・ 事業者は、職場で受動喫煙が生じないよう健康増進法を順守
　し、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」で定め
　られた受動喫煙対策の措置をとるよう努力します。
・ 各団体や事業者等の施設管理者は、受動喫煙を防止するため施
　設内の喫煙行為に関するルールを明確にし、周知徹底を図ります。
・ 事業者は、労働者の健康を増進する取組や、20 歳以上の労働
　者であっても受動喫煙が生じないような措置を行います。　

・ 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」による職
　場での望ましい受動喫煙対策の周知や、労働者の受動喫煙防
　止に関する適切な相談先の情報提供を行います。

・ 家庭でも職場でも、身近な人が禁煙をするときには、禁煙が継
　続できるよう協力します。

　

・ 禁煙したいと思う人が禁煙に取り組めるよう禁煙外来などの
　情報提供を行い、禁煙が継続できるよう支援します。

～禁煙に取り組む人に協力しましょう～

禁煙したい人を応援します

市民として

各団体や事業者として

行政として

行政として

一人一人が
できることから
取り組もう！


